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土木工事業 

 
事例7 

 
 

中堅層の専門能力の向上を命題に、

報奨金を支給して管理職を育成 
 
 

工事事務所に所属する社員が６割強を占める現場中心の会社であることから、中核を担う入社

３～10年の中堅層の専門能力の向上が社員教育の最大の命題であり、そのための強力な動機づ

けとして、資格取得者には報奨金を支給している。 

 

木部建設株式会社・東京都 
 

 
 

「能力開発体系」で部署ごとに求められる能力を示す 
 

 木部建設株式会社は、昭和44年に株式会社化し、以来、トンネル工事やダム工事を中心

に、多くの建設工事を手がけてきた。その原動力となってきたのが、同社の高い技能と技

術力である。 

 そうした技能や技術力を身につける人材育成の背景にあるのが、同社の「能力開発体系」

（図１）である。 

 同社では、「管理・総務・経理部」、「機械部」、「安全環境部」、「工務部」、「土木部」、

「工事事務所」、「営業部」の各部署で、①基礎能力、②専門能力、③上級能力、④総合能力

の４段階に区分した「求められる能力」を体系的に示し、能力開発に取り組んでいる。 

 最も重要視されているのが、入社３～10年の中堅社員に対する専門教育であり、その理

由は、「社員の６割強が工事事務所に所属しているので、そこの能力を上げるのが、当社

の人材育成の最大の命題」（安全環境部長）にある。入社３～10年といえば、管理職にも

なり、現場第一線で先頭に立って活躍する年代である。施工を中心とする会社であればこ

そ、実践的な能力を身につけることが求められている。 

 
 

施工管理技士を中心に、資格取得を奨励 
 

 こうした、中堅社員に対する人材育成施策として展開・導入しているのが、資格取得の

奨励・援助と、資格取得者に対する報奨金の支給である。人材育成の成果の表れとして、
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「資格」を「指標」として活用しているとも言えよう。 

 この施策では、報奨金の対象となる資格と報奨金額が示されている（表１）。中心とな

っているのは、土木、建設機械、電気工事の施工管理技士だが、建設業経理事務士や衛生

管理者（第１種）なども含まれている。火薬保安責任者の資格は、元請企業の要望が強い

ことから、対象資格に含まれているのだという。報奨金支給の対象としては、会社が指名

して受験した者と、自主的に受験した者の双方が該当するが、自主的に受験した者は会社

が指名した者の半額が支給される。 

 同社では、35歳までに主要15資格を取得することを目標にさせている。前述の「入社３

～10年」の少し先まで猶予期間があるとも言えるが、この年代に該当する者を中心に指名

し、資格を取得させることによって専門能力を身につけさせているのである。 

 資格の取得にあたっては、建設業労働災害防止協会など、外部の教習機関が開催する講

座を受講して試験に臨む形態を取っている。どの講座を受講してもよいのであるが、毎年

４月に、会社が試験の合格率の高い講座を推薦しているという。報奨金が支給されるのは、

各資格について、取得時の１回のみであるが、報奨金の支給だけではなく、取得した年の

賞与の人事考課にも反映される。逆に、目標年齢までに取得できなければ、管理能力につ

いて、マイナスの評価を受ける。 

中央安全衛生委員会風景（会社幹部 22 名参加） 安全衛生推進者教育風景 

元請ゼネコン

協力会からの

表彰状（優秀

リ ー ダ ー 賞

等） 

富士教育センター での新入社員の教習風景 
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 ちなみに、資格取得のインセンティブとしては、かつては手当であったが、社員の意向

により、手当の10倍程度の金額の報奨金になったという。合格時の“目に見える成果”が

望まれたようである。 

 
 

受験、登録及び関連費用負担についても同様に支援 
 

 資格取得のための支援は、報奨金の支給だけにとどまらない。受験その他の措置に関す

る支援についても、主なものとしては、以下のように取り扱われている。 

（1）受験費用：合格者のみに支給。ただし、受験するよう会社が指名した者には、合否に

かかわらず、支給 

（2）登録費用：会社負担 

（3）講習会・参考図書：受験者負担 

（4）交通費・宿泊費：会社指名者には合否にかかわらず、支給 

 外部教習機関が開催する講習会に関しては、試験合格して資格を取得した場合の助成も

行われている。 

 
 

新入社員は半年後にジョブ・カードで総合評価 
 

 中堅層に対する人材育成施策とともに、新入社員を育成するための現場での評価制度に

も特徴がある。ジョブ・カード（評価シート）を活用した能力評価である。 

 木部建設に入社した新入社員は、４月から５月まで、富士教育訓練センター（静岡県富

士宮市）に派遣され、教育訓練を受ける。その後、現場に配属され、そこで実地の教育訓

練を受ける形になるが、入社から半年後の９月に、配属先の現場所長が総合評価を行う。

その際に用いるのが、同社が独自に作成したジョブ・カード（表２）である。 

 主に「Ⅱ 職務遂行のための基本的能力」、「Ⅲ 技能・技術に関する能力」に大別さ

れ、さらに大分類項目（Ⅱ：７項目、Ⅲ：11項目）と細部事項（Ⅱ：計35項目、Ⅲ：計80

項目が設定されている。 

 評価結果はその後のキャリア形成・人材育成のための基礎データとして生かされ、経験

と学習を積み、やがて、冒頭の「入社３～10年」の中堅層の年代へとつながっていく。 
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